（平成２２年度　助成事業）

「ご近所の底力 助け合い事業」

実施要項
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１　事業の趣旨
　　これまで，「地域の課題は地域で解決する」，「自分たちの地域は自分たちで良くしていこう」という，地域における自主的・主体的な取り組みをご近所の底力事業により支援してきました。

　　本事業では，これまでに培った地域の課題解決に関するノウハウや人材を有する団体が，様々な困りごとで悩む他の地域活動団体を人材派遣や機材の貸出，技術提供などによって支援する取り組みについて助成を行います。

　　このような仕組みづくりによって，これまでに助成を行った５００を超えるご近所の団体をはじめ，地域の課題解決に取り組む地域活動団体に誇りと生きがいが育まれ，また，活動の停滞などに悩む団体が活性化し，県内全域で地域コミュニティ活動がより一層活性化されることが期待されています。

２　お助け団体の登録
「ご近所の底力バンク」に登録した団体が事業対象となります。
（１）底力バンクとは

地域の課題解決に関するノウハウや人材を有する団体を登録した「ご近所の底力バンク」を創設し，課題を抱える団体への情報提供や活動支援により，地域活動団体間のネットワークの強化を図り，地域活動のより一層の活性化に繋げるものです。

（２）底力バンクへの登録

　　　ア　「ご近所の底力」お助け団体の登録

コミュニティの力で地域の課題を解決した実績を持ち，自団体の活動のほかに，他の団体が抱える課題を，これまでのノウハウや人材などを活かして解決に向けて支援（助言や情報提供，活動支援など）できる団体に，「ご近所の底力お助け団体」として登録をお願いするものです。

　　　なお，「ご近所の底力バンク」に登録されたお助け団体については，ご近所の底力助け合い事業の助成対象団体としての資格を有する団体となり次のような支援の分類といたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	分類
	支援形態
	事　　　　　　　　　　　　　　例

	無償
	情報的支援
	・知識や人材などの情報提供

・電話等での相談や助言

	
	人的支援
	・ボランティアによる参加

	
	物的支援
	・現物の供与，寄贈など

	有償

	人的支援
	・現地での講演や技術指導

・活動やイベントへの協力参加

	
	物的支援
	・機材の貸し出し

・施設の貸与

	
	イベント支援
	・イベントに対する後援や参加

	
	情報的支援
	・課題解決へ向けた資料の作成及び提供


　　　イ　登録の要件

登録できる団体は，以下の全ての要件を満たす団体，又は，社会貢献活動を行っている企業等とします。

　　　　①　地域に根ざした活動を展開し，コミュニティの力によって地域課題の解決をした実績のある団体

②　自団体の活動のほかに，他団体の活動を支援できる団体

③　団体の内容について，一般に公表できる団体

④　ＮＰＯ等の非営利団体（NPO法人，自治会・町内会，保存会，老人クラブ，子ども会，ＰＴＡ，ボランティアグループ等）及びこれらの団体で構成する団体。

※ＮＰＯ法人にあっては，支援内容が定款に適合していること及び各事業年度の事業報告書等を提出していること

⑤　不特定かつ多数のものの利益（公益）の増進に寄与する活動を行っている団体

⑥　宗教活動又は政治活動を主たる目的としない団体

⑦　特定の公職者（その候補者を含む。）又は政党を推薦，支持，又は反対することを目的としない団体

⑧　暴力団でないこと，又は暴力団若しくは暴力団の構成員の統制の下にない団体

　　ウ　登録審査等

①　登録内容の確認

地域活動団体等から提出された「ご近所の底力助け合い事業参加シート」（様式第１号－①，②）をもとに登録内容を確認し，団体の分類・整理（活動エリア別・活動分野，スケジュール等）をし，他の団体の支援が可能な団体を選定します。（申請内容の確認のためのご連絡を差し上げることがあります。）

2 登録審査の基準　　　　
	項目
	登録にあたっての注意点

	基本的事項
	登録要件
	・登録の要件を全て満たしているか。

	
	団体の基本情報
	・「ご近所の底力助け合い事業参加シート」に登録に必要な団体情報を記載しているか。

　※なお，「地域活動団体データベース」に自動的に登録されます。

	支援の実行性
	支援可能性

	・支援可能な方法や具体的なアイディアを持っているか。
・支援のために必要な人材や機材などを有しているか。

・過去に類似した実績はあるか。

	支援の内容
	具体的な内容
	・事業の目的と活動内容が本事業にあっているか。

・特性や専門性はあるか。

・多分野にわたる対応が可能か。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③　登録決定の通知

申請団体へ直接通知します。

エ　登録の手順

①　ご近所の底力助け合い事業参加シートの提出

「ご近所の底力バンク」に登録しようとする団体・グループは，「ご近所の底力助け合い事業参加シート（様式第１号－①，②）」を郵送又は持参により，大好き いばらき 県民会議に提出してください。

2 受付期間　

事業開始（平成２２年６月９日から随時）

③　ご近所の底力助け合い事業参加シートの入手

県庁（生活文化課県民運動推進室）及び市町村等に配布してあります。また，大好き いばらき 県民会議のホームページからダウンロードし，入手することもできますのでご活用下さい。

オ　登録リスト

①　お助け団体リストの作成

登録シートの内容をもとに，お助け団体リストを作成します。

②　お助け団体リストの公表

お助け団体リスト（様式第２号）により，他の団体を支援する団体として一般に公表します。

　　　　　　公表箇所：大好きいばらき県民会議　ホームページ（電子データ）

大好きいばらき県民会議　交流サルーン（台帳）

３　お困り団体の登録・事前協議
　

（１）「お困り団体」の登録

活動支援を申し込む場合は，公表されたお助け団体リストの支援内容をもとに，「ご近所の底力助け合い事業参加シート」をFAX，郵送，Eメールまたは持参にて，大好きいばらき県民会議まで提出してください。

（２）活動支援の仕分け

地域活動団体から提出された「ご近所の底力助け合い事業参加シート」をもとに，困りごとを分類・整理（活動エリア別・活動分野，スケジュール等）し，お困り団体として登録します。（相談内容の確認のためのご連絡を差し上げることがあります。）

（３）お困りごとへの対応

ご近所の底力バンクに相談のあった活動支援の内容について回答するとともに，支援対応可能なお助け団体を選定し，紹介します。

　　　なお，お助け困難な事案については，別途協議いたします。

（４）団体間の助け合いに向けて

必要に応じて「ご近所の底力バンク」（大好きいばらき県民会議）が団体間を引き合わせるための面談などの仲介を行います。

また，相談会・面談会等により団体同士の出会いの場を設定し，団体間の助け合いを促進します。

[image: image2.emf]　（５）課題解決に向けた事前協議

お助け団体がお困り団体を支援する場合，原因究明や支援策の内容・パターン，具体的な取り組みの検討等に当って，大好き いばらき 県民会議と事前協議をお願いします。

（６）お助け団体とお困り団体の契約

事業の実施にあたっては，団体同士が共通理解をしたうえで，事業実施後に経費等の負担でトラブルにならないよう契約を取り交わすなど適切な対応をお願いします。

４　助け合い事業の申請

上記の事前協議をもとに助成対象事業となった場合は，助成事業の申請手続きをお願いします。

　　
（１）助成事業の対象となる活動　
次のア～ウに該当する活動を対象とします。

ア　地域の課題解決のための視点

　　　①　地域で抱える問題を共有し，原因を捉えていること。

　　　②　課題解決の具体的な支援策や方法等を提示していること。

　　　③　住民参画の自主的・主体的な取り組みとなっていること。

　　　④　地域資源の活用などによる地域の活性化につながること。

　　　⑤　人材の育成やノウハウを伝授するなど継続的な活動につながること。

　　　⑥　地域のコミュニティーの活性化につながること。

　　

イ　地域づくりの視点

　　　①　どのような地域をめざすのかという視点が明らかである。

　　　②　自然・文化・産業等の地域資源を活用した特色ある取り組みである。

　　　③　活動の強化に向け，住民や他団体との連携・協力体制が整っている。

　　　④　地域住民に対し，取り組みの経過や情報等を積極的に提供している。

ウ　活動分野

　　　①　地域福祉

　　　②　環境保全

　　　③　青少年の健全育成

　　　④　防犯・防災

　　　⑤　交通安全

　　　⑥　地域の活力づくり

　　　⑦　地域を隔てた団体との連携

⑧　高齢者の安全な地域生活

⑨　その他

（２）事業の申請方法

事業を実施する団体・グループは，平成２２年度ご近所の底力助け合い事業申請書（様式第３号）を期限までに郵送又は持参により，「ご近所の底力バンク」（大好き いばらき 県民会議）に提出してください。

※複数の団体・グループによる場合は，代表となる団体・グループ名で申請してください。
（３）助成事業申請の受付
助成対象事業の申請受付は，平成２２年度ご近所の底力助け合い事業実施要項が制定された日（平成２２年６月９日）から，助成金の総額１５０万円の決定をもって終了とします。

　

（４）事業の実施期間

　　　　助成金の交付を決定した日から，事業完了日又は平成２３年３月３１日までとします。

　　　　（※年度当初分まで，遡っての事業は対象としない）

（５）助成事業の申請団体
助成事業に申請のできる団体は，ご近所の底力バンクに登録し，事業の実施に当たり，大好き いばらき 県民会議と事前協議を行った団体とします。
（６）助成金の額

　　　①　１団体・グループに対し，上限１０万円までとします。

（複数団体・グループの連携・協働により実施する場合も，１団体・グループとみなします。）

　　　②　助成対象経費が１０万円に満たない場合は，1万円単位で切り捨てた額を助成額とします。

（７）助成金の対象経費

　 　　 地域の課題解決のために必要な経費とします。

ただし，次の経費は，助成対象から除きます。

　　　①　団体・グループの運営に係る経費（人件費，光熱水費，家賃，飲食を伴う反省会等の経費）

　　　②　審査会において，適当と認められない経費

　　　　　※具体的には，申請における事業計画の内容から判断することになります。

（８）申請書類

助成事業申請書は，県庁（生活文化課県民運動推進室）及び市町村等に配布してあります。

また，大好き いばらき 県民会議のホームページからダウンロードし，入手することもできますので，ご活用下さい。

（９）事業実施団体の決定及び事業実績報告による助成金の確定

　                                                                     

ア　「大好き いばらき 県民会議」による書類の事前審査

事業申請書の内容について面談及び電話にて確認させていただくことがあります。

イ　事業実施団体及び助成金の額の決定

「大好き いばらき 県民会議」において決定し，助成金を交付することとした団体については，平成２２年ご近所の底力助け合い事業交付決定通知書（様式第４号）により通知します。

ウ　実績報告書の提出

助成交付決定通知書により助成事業の決定を受けた団体・グループは，事業完了後速やかに，平成２２年度ご近所の底力助け合い事業実績報告書（様式第５号）とともに事業実施写真の磁気データを「大好き いばらき 県民会議」まで提出してください。

オ　助成金の確定

「大好き いばらき県民会議」は，事業終了後提出される実績報告書（助成金が対象となる経費の領収書又はレシートのコピーを添付）をもとに審査会において審査し，平成２２年度ご近所の底力助け合い事業助成金額確定通知書（様式第６号）により助成金を交付することとします。

　　　　なお，助成金については，申請書記載の口座に振り込むこととします。

※実績報告に基づき助成対象経費となった金額を振り込みます。

このため，交付決定した額を全額交付できない場合がありますのでご注意願います。
カ　助成金の取消及び変換

次の各号の一つに該当するときは，助成金の交付決定の取消し，又は交付した助成金の一部又は全部の返還となります。

　　　①　助成金を目的外に使用したとき。

　　　　②　前号のほか，この要項に違反した場合，又は，事業の実施ができなかったとき。

５　お助け団体及びお困り団体へのお願い
（１）あいさつ・声かけ運動の実施

「あいさつ・声かけ運動」は，地域の子どもと大人，大人同士，子ども同士など住民間のコミュニケーションを円滑にし，地域住民同士の絆を結ぶ運動です。地域の人々の連帯意識を強めるためにも，積極的に取り組むことをお願いいたします。

（２）情報の提供

助成を応募された団体・グループには，大好きいばらき県民会議から「地域活動」や「助成金」等の情報誌『交流サルーンいばらきニュース』を送付いたします。

また，地域活動を通じて得られたノウハウを広く役立てるため，当会議のホームページや「事例集」などで活動内容等を紹介するとともに，新聞やテレビ等の報道機関へ情報提供をすることがありますので，ご協力をお願いいたします。

なお，当会議で開催する「ご近所の助け合い事業報告会」などで取り組みの概要や成果などを報告していただくことがあります。

　

（３）個人及び登録団体等情報の取扱い

大好き いばらき 県民会議では，茨城県や（社）青少年育成茨城県民会議など，業務上密接な関係を持つ団体に限り，申請の際にいただきました個人情報を共同利用させていただきます。
このため，これらの団体から地域活動等に役立つシンポジウムや研修会のご案内等を差し上げることがあります。

なお，いただきました個人及び登録団体等情報は業務上必要な場合に限り利用するものとし，その保護・管理は適正に行いますのでご理解とご協力をお願いします。

６　事業に関する問い合せ先／応募先

①事務局：大好きいばらき県民会議（ご近所の底力バンク）

②住所等：〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-5-38　茨城県三の丸庁舎　２階

電話：029-224-8120，FAX029-233-0030

URL：http：//www.daisuki-ibaraki.jp/　E-mail：undo@pref.ibaraki.lg.jp
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